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ナーシングホーム管理者の石濱より、 

就任のご挨拶を申し上げます 

 
 

令和５年 ５月号 

こ ん に ち は 

ナーシングホーム管理者就任のご挨拶 
都筑区医師会ナーシングホーム 管理者 石濱千秋 

令和 5 年 4 月 1 日より、管理者を引き継ぐことになりました石濱千秋です。平素より、ご

利用者様、ご家族様、地域の皆様、各関係機関の皆様にはご支援、ご協力いただき心より感

謝申し上げます。ナーシングホームは、皆様のご協力のもと 4 月で 8 年目を迎えることが

できました。私が「在宅ケアをやりたい」と思ったのは、28 年前に勤めていた病院のリハ

ビリ外来の担当になったのが始まりでした。当時は介護保険制度がありません。その中、医

師、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーなどの多職種で連携を取り、職場復帰の

ための訓練や、自宅での役割として家事訓練をする姿を見て、「在宅復帰する」ことに面白

味を感じたのでした。それから数年後に介護保険制度が始まり、第 1 回の介護支援専門員

の資格試験を受け、介護支援専門員となりました。介護保険制度が始まってからは、しばら

く暗中模索していたことを思い出します。看護小規模多機能型居宅介護は、医療依存度が

高くても、住み慣れた場所で在宅療養を望む方の思いに応えるため、平成 24 年に創設され

ました。私は、ご利用者様とそのご家族様を 24 時間 365 日支援することでより深く関わっ

ていけるところが、看多機の魅力と思っています。これから 
も、ご利用者様とそのご家族様が穏やかに、安心して住み慣 
れたご自宅での生活が送れるよう、そして魅力あるナーシグ 
ホームになるよう、スタッフ一同研鑽を重ねてまいります。 
今後ともご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

都筑区医師会訪問看護ステーション  TEL  ０４５－９１３－５１８１ 

都筑区医師会ヘルパーステーション  TEL   ０４５－９１３－３５７７ 

都筑区医師会 24 時間在宅ケアステーション  TEL   ０４５－９１３－３５７７ 

都筑区医師会居宅支援センター   TEL  ０４５－９１０－６３２7 

都筑区医師会福祉用具センター      TEL  ０４５－９１１－６１００ 

都筑区医師会ナーシングホーム      TEL  ０４５－９１３－６３２１ 

看護・介護・福祉用具・24 時間在宅ケア 

FAX  ０４５－９１１－６７００ 

居宅 

FAX  ０４５－９１０－６５０６ 

☆☆パソコンから在宅事業部門の活動内容を見ることが出来ます。ぜひご覧下さい☆☆ 

  http ://www.tsuzuk i-med.org/wp/center/za i taku_features/  

http://www.tsuzuki-med.org/wp/center/zaitaku_features/
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ご意見、ご要望などは、いつでも 

ご遠慮なく、ご連絡いただけますよう 

お願い申し上げます。 

９１３－５１８１ 統括管理者 宮島 

【目安箱】 

編集後記 
コロナ禍が落ち着いてきて、国内のイベント

も活発に催された今年のゴールデンウィー

ク、観光地を中継したテレビには多く人が映

し出され、賑わいを感じました。皆様はゴー

ルデンウィークをどのように過ごされまし

たか。当事業所の職員は「帰省した人、出か

けた人、ゆっくり過ごした人」など、それぞ

れ思い思いに過ごしたようです。私は、人ご

みを避けるため、ゴールデンウィークの前に

観光地を訪れました。ネモフィラの花が丘一

面にきれい 
に咲いた風 
景に心が踊 
り、趣味の 
カメラで撮 
影しました。 

ナーシングだより 

～端午の節句 玄関に鯉のぼり～  

職員が家で眠っていた鯉のぼりを持って

来てくれたので、5 月は元気に泳ぐ鯉のぼ

りが、皆さまをお出 

迎えしました(*^_^*) 

利用者様やお客様に 

大好評でした(^^)/ 

鯉のぼりも、新たな 

活躍の場所ができて 

嬉しそうですね♪ 

新型コロナウイルス感染症が、５類感染症に位置づけられました 

5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが、今までの「新型インフルエンザ等感

染症（いわゆる 2 類相当）」から「5 類感染症」に変更となりました。その背景には、病原性

が大きく異なる変異株の発生など、科学的前提が変わるような特段の事情が生じていないこ

とや、社会経済活動との兼ね合いなどが挙げられます。5 類感染症に変更となったことで、

政府から一律に日常における基本的感染対策や外出自粛を求めることがなくなり、基本的感

染対策の実施は、個人や事業所ごとの判断に委ねられることになりました。 

５類感染症への変更における、当事業所の対応などについて 

□ 「三密（密閉、密集、密接）の回避」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛 
生」、「換気の確認と確保」など、基本的な感染対策を引き続き励行します 

□ ケア内容によって、二重マスク対応やアイガードを着用してまいります 

□ 抗原検査キットを常備し、体温測定、健康観察などの体調管理を継続してまいります 
厚生労働省が発表した資料には、「オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する

など、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す」、「夏や冬に向けて、一

定程度の感染拡大を想定する必要がある」と記されています。当事業所としましては、今後

も安心してサービスを提供できるよう、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に注意してま

いります。ご利用者・ご家族の皆様におかれましても、ケア時にはできるだけマスクを着用

していただき、37.5℃以上の発熱、体調不良などの際にはご連絡いただけますと、双方の安

心に繋がります。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 


